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○緒嶋委員長 ただいまから議員定数・選挙区

調査特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案のとおり進めてよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、委員協議に入りますが、その前

に、前回の委員会で要求などがありました資料

について、書記のほうより説明させたいと思い

ますが、よろしいしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、松下書記、よろしく

お願いします。

○松下書記 それでは、御説明いたします。

資料１をごらんください。「最近の市町村合

併の動き」についてであります。こちらは、市

町村合併支援室のほうから提出された資料であ

ります。

まず、１は、小林市、高原町、野尻町におけ

る動きですが、平成20年４月１日に合併協議会

が設置され、これまでに、合併方式は編入合

併、合併予定期日は合併新法の期限までの合併

を目指すなどの協議が行われております。この

合併協議会の協議に関しては、現在のところ順

調に進んでいるとのことでありまして、今後の

予定としましては、年内に新市基本計画を策定

し、合併協議会での主な協議を終了する予定と

のことであります。この後の流れとしまして

は、合併協定書の調印、市町議会の合併の議

決、知事への申請という流れとなります。最も

早くすべてが順調に進んだ場合には、今年度中

に知事への申請が行われることもあり得るとい

うことでありました。

次に、宮崎市と宮崎郡における動きですが、

平成19年12月26日に合併協議会が設置され、こ

れまで、合併方式は編入合併、合併予定期日
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は22年３月23日とするなどの協議が行われてお

ります。こちらも合併協議会の協議は順調に進

んでおりまして、年内に新市基本計画を策定

し、合併協議会での主な協議を終了する予定と

なっておりますが、こちらはまさに先週の金曜

日に協議が終了しております。

次に、３の日南市、北郷町、南郷町における

動きでありますが、こちらは７月１日に県議会

における廃置分合議案の議決や、16日に知事に

よる廃置分合決定まで終わっておりまして、平

成21年３月30日の合併に向けて、あとは総務大

臣の告示が行われるのみとなっております。

最後に、以上の３つのほかの合併の可能性に

ついてでありますが、現在、合併協議会が設置

されていないこともありまして、現実的なスケ

ジュールからは、合併新法の期限内での合併は

難しいであろうということでありました。

次に、２枚目にまいります。こちらは合併を

あらわした地図となっております。選挙区につ

いての影響を見てみますと、合併によりまし

て、小林市選挙区と西諸県郡選挙区、また宮崎

市選挙区と宮崎郡選挙区が合わさることになり

ます。任意合区を全く行わない、任意合区をし

ないとした場合であっても、この２組の選挙区

が合併により合わさりますので、２つ選挙区が

減りまして14の選挙区となります。これからの

協議で、今の段階においては、この２組の選挙

区については、合併した場合と合併しなかった

場合の両方について検討を進めておくほうがよ

ろしいのではないかと考えられます。

次に、資料２にまいります。全国の道府県庁

所在都市の議員定数の状況であります。こちら

は宮原委員から資料要求のあったものでありま

す。人口比例定数から条例定数をどれだけ減ら

しているかをあらわしております。隣県の状況

は下のほうになりますが、熊本市は、人口比例

定数18名のところを16名ということで２名減員

しております。大分市は、17名のところを13名

と４名減員です。鹿児島市は、減員なしといっ

た状況となっておりまして、大分市の減員率

の23.5％は全国で１位となっております。この

減員というのは、いわゆるただし書き規定を適

用したというものであります。

続きまして、資料３にまいります。こちら

は、平成19年度の特別委員会の最後に各会派か

ら示された見解を、今後の協議の参考とするた

めまとめたものであります。なお、記載してあ

ります丸数字は、次の資料４の検討すべきテー

マと連動させておりますので、あわせて御確認

ください。資料３の詳しい説明は省略させてい

ただきます。

最後になりますが、資料４をごらんくださ

い。前回の委員会でもお配りしている資料であ

りますが、Ｃの任意合区の選択肢①の欄につい

てですが、合併に関する注意書きを追加してお

ります。①というのは、任意合区を全く行わな

い、取り入れないという選択肢ですが、注とし

て、ただし合併があった場合は、選挙区特例を

適用しない限り、必然的に選挙区は合わせたも

のとなると、任意合区をしない場合でも、合併

が起これば選挙区は合わさりますということで

あります。先ほど申しましたように、16選挙区

が14選挙区となる可能性があるということであ

ります。

なお、この選挙区特例を適用した場合であれ

ば、次の一般選挙についても、合併前の郡市の

区域で選挙を行うことは可能でありますが、昨

年４月の県議会議員選挙においては、その前に

合併が行われていました宮崎市や都城市などに

はこの特例は適用しておりませんので、新しい
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郡市の区域で選挙を行ったという経緯がござい

ます。そのときは、合併して１年以上経過して

からの選挙は、新しい郡市の区域で行うほうが

よいであろうという判断から行われたものであ

りました。

以上で説明を終わります。

○緒嶋委員長 ただいまの説明について質疑等

はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 質疑もないようでありますの

で、資料の説明を終わります。

それでは、委員協議に入ります。本日は、資

料４の検討すべきテーマについて、各会派の見

解をお伺いしていきたいと考えております。

それでは、自民党のほうから、テーマのＡか

らＤまでそれぞれについてどのような見解をお

持ちか、御報告をお願いしたいと思います。

○蓬原委員 私ども自民党もかなり時間をかけ

て審議、検討、議論を行いましたが、結論から

申しますと、総定数、任意合区、15条８項ただ

し書きをどうするかということの詰めのところ

まではまだいっておりませんで、決まったこと

だけ申しますと、Ａの基準とする人口、これに

ついては、①の平成17年国勢調査の結果に基づ

いた設定を行うのが望ましいということでござ

いました。そして、Ｃの任意合区については、

③任意合区が適当とされる郡市のみ行う、いわ

ゆる地域によって方式が一定でないということ

になりますので、まずかろうということでござ

いまして、①と②の選択ということになるわけ

ですが、先ほど申し上げましたように、そこま

では結論が出ていないということで、この２つ

だけ合意を見て、今、議論の真っ最中であると

いうことであります。以上です。

○緒嶋委員長 ほかの人は補足はないですね。

Ｄについてはまだあれですね。

○蓬原委員 Ｄについては、ＢとＣの関係で、

Ｃが特に強いと思うんですが、出てくることだ

と思いますので、これについて具体的な結論は

まだ見ておりません。

○緒嶋委員長 次に、社民党の満行委員、お願

いします。

○満行委員 資料３の19年度の見解から特段変

わっておりません。資料４の検討すべきテーマ

でいきましても、資料３とあわせて見ていただ

ければと思います。

基準とする人口については、特段こだわりを

持ちませんが、17年の国調に基づいて各市町村

人口は増減をしていますので、現在の住民基本

台帳による人口でもいいんじゃないかとは思い

ますが、具体的に検討するかどうかというのは

まだやっておりません。以上です。

○緒嶋委員長 次に、愛みやざきの図師副委員

長。

○図師副委員長 愛みやざきとしては、資料３

を見ていただければよろしいかと思いますが、

まず、Ａの基準とする人口につきましては、前

回のこの委員会で協議された内容、つまり①

の17年の国調に基づいたという内容は、特に異

論なく、そのままでよろしいのではないかとい

うことでした。総定数につきましては、36とい

うことで、その説明も、そこにありますとお

り、もしこの数字が達成できるとするならば、

減員率、削減率とも日本一となり、また、市町

村議会の削減率とも同等レベルとなるというこ

とで、市町村議会から要望が上がってきている

ところもありますので、それらの要望にもこた

えることができると。また、Ｃの任意合区につ

きましては、愛みやざきとしては、最大限任意

合区を進めていくべきではないかと考えており
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ます。理由としては、１人区の解消により、と

もすれば半分近くが死に票となる１人区でもあ

りますので、その死に票を減らすことが可能と

なり、また、選挙区の広域化により有権者の選

択肢を拡大することができます。そして、県と

しても合併推進構想を打ち出している以上、議

会がそこと連動して、選挙区によって合併のイ

ニシアチブをとっていくということ。まず選挙

区を合区することにより、今後の市町村の合併

推進へも寄与できるのではないかというねらい

もあり、任意合区は最大限行うべきではないか

と考えております。

Ｄの15条８項につきましても、適用しない。

つまり、適用することによって一票の格差が非

常に大きくなってくることが予想されます。格

差を是正するためにも、15条８項ただし書きは

適用しないほうが適当だと考えております。以

上です。

○緒嶋委員長 次は、公明党、河野委員。

○河野哲也委員 Ａについては①ということで

確認します。Ｂの総定数は２つ議論してきたん

ですけど、39名ということで会派内まとめまし

た。そういうことでいくならば、おのずとＣ

は、郡部等いろいろ回ったんですけど、声を上

げてほしいというのが根強いということで、任

意合区なし。39名で任意合区なしということで

いきますと、Ｄでは、ただし書きは適用しない

ということで会派の考えをまとめました。以上

です。

○緒嶋委員長 次に、民主党、井上委員。

○井上委員 民主党は、資料３と同じ意見で、

これ以上はないんですが、Ａの基準とする人口

については、①の平成17年のでもいいと。

そして、定数については、40名と39名、これ

はどちらでもいいと。うちで議論したんですけ

ど、ある程度自民党さんからの意見がきちんと

出てこないとなかなか先に進まないなという話

はしているところです。昨年行われました１年

間の議論を踏まえた上で、早急に各会派そこに

ついてはきちんと出すべきではないだろうかと

いう議論はしたところでした。

それから、任意合区は、ありということで、

どのような形で合区していくのかということに

ついては、選挙区の定数との関係もあるだろう

から、そこは議論を深めていかないといけない

だろうということにしております。

39名の場合、ただし書きについては、適用し

ないということでいきたいというふうに思って

います。

○緒嶋委員長 ありがとうございました。各会

派の見解について、御質問や御意見等はござい

ませんか。

○蓬原委員 公明党さんに確認です。平成17年

の国調、39名、任意合区なしということです

ね。15条８項の適用はないということですか

ら、例えば中山間地、１人区になるところが

あったとして、今、中山間地の問題がいろいろ

あるんですけれども、それについての15条８

項、平たく言えば、街部の人口の多いところか

らということになるんですが、それはないとい

うふうに確認していいわけですね。

○河野哲也委員 そういうことです。

○緒嶋委員長 そのほか御意見ございません

か。

皆さん方の御意見の中で、Ａの基準とする人

口については、①の平成17年国勢調査の結果に

基づいた設定を行うという感じが大体かなとい

う気もしますが、そのあたりだけの合意もでき

ないでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕



- 4 -

○緒嶋委員長 では、Ａについては①で決定と

いうことでいいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 ありがとうございました。そう

いうことで進めさせていただきます。

自民党の協議の推移も見なきゃいかんのでは

ないかという意見も出ましたが、今後の議論の

進め方等について、何か御意見等はございませ

んか。

○井上委員 結論はいつ、大体どんなあれで進

めていらっしゃるのでしょうか。ちょっと言い

方が変なんですけど。

○蓬原委員 自民党がまずさっとやらないとと

いう御意見もあります。私どもそこのところは

よく心得ておりまして、党議の中で、まず基本

的に、ここの委員会の結論というのが、これま

でにも合意をとってきておりますように、11月

定例議会中までにはちゃんと結論を出すと。翌

年明けて２月の定例議会で条例化で決定すると

いうことになっておりますから、その大きなプ

ロセスをちゃんと見きわめながら、それに合う

形でちゃんと結論を出したいということで、内

部的には考えているところでありまして、９月

議会があるわけでありますから、その間、８月

等にも党議を開催しながら、９月議会までには

結論をちゃんと出したいということでございま

して、御理解いただきたいのは、何せ28名とい

う大所帯でございますので、その意見を集約し

ながらやっていくということもございますし、

また非常にデリケートな問題でございますか

ら、会派内で手続を踏んで、ちゃんと議論をし

て、みんなが納得する形で結論を出したいと

思っておりますので、もうしばらく私どもに議

論の時間をいただきたいというふうに申し上げ

ておきたいと思います。以上です。

○緒嶋委員長 ほかに御意見等ございません

か。

○黒木委員 今、蓬原委員が言いましたよう

に、我々も会派内でいろいろ議論をやったんで

すが、早く出そうという意見も確かにありまし

た。だけど、地元に持ち帰って、地元の関係の

皆さん方の意見もそれぞれ聞いてみようという

ことで理解もした経緯がありますので、我々も

そのつもりで今、考えております。

○緒嶋委員長 ただいま自民党側からの御意見

でありますが、ほかの会派については何か御意

見はございませんか。

○図師副委員長 きょうの各会派の御報告を聞

いて、愛みやざきもそうですが、社民さんも、

公明さんも、民主さんも、条件つきでありなが

ら、合区をしていったほうがいいのではないか

という意見が出されたと思います。

〔「公明はなし」と呼ぶ者あり〕

○図師副委員長 複数の会派から合区を進めた

ほうがいいのではないかという意見が出された

と思っております。つまり、合区をするメリッ

ト、もちろんデメリットもあるかと思うんです

が、もし合区をしないとなった場合には１人区

がそのまま残るということで、ただ、定数は５

以上減るというのは決まっているわけですか

ら、１人区がさわれないということになれば、

複数人区から必然的に減らしていかなくちゃい

けないということで、今、複数人区で大きいと

ころは宮崎市ですが、日向、延岡、児湯、小

林、日南・南那珂、このあたりから減らさざる

を得ないということ。つまり、１人区で住民の

声を拾い上げていこうということになれば、一

票の格差が広がることを覚悟した上で、今後複

数人区をさわっていくという選択肢を選ぶとい

うことになるわけです。我々としては、１人区
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を残すよりは、先々には道州制も行われていく

でしょうし、そういうところでまた選挙区をい

じらなくてはいけなくなるよりは、ここで思い

切った広い合区をした上で次の選挙に臨んでい

たほうがいいのではないかというような議論も

しておるところです。

○井上委員 やはり基本的に、県民の皆さんの

意見というのがどう県議会に率直に上がってこ

れるのか、そのツールがきちんと確保できるの

かということが大事だと思うんです。例えば衆

議院の１区、２区、３区というのは、そこも入

れた上で国に意見が行くようになっているわけ

で、１区、２区、３区を基準に考えれば、単純

な言い方をすれば、39名を定数としたとき

は13、13、13ですが、ある意味ではそういうこ

とも基本に入れながら、そこの中での、例えば

１区内のことは１区内の人しかわからないなど

というようなことが起こってはいけないわけで

すけれども、県内全体の意見を網羅するには、

ある意味では衆議院の１区、２区、３区をベー

スにして考えてもいいのではないかというふう

に私は思っているところなんです。これは議論

ですから、皆さんから御批判も受けるとして、

基本的にはそのことによってそこは保証されて

いくのではないかというふうには思っていると

ころです。だから、その中によってはやっぱり

合区をしないといけないし、そこも含めて議論

をきちんと丁寧にやらないと、今のままずるず

るいって本当にいいのかなと思ってしまうんで

す。

○緒嶋委員長 いろいろ各会派の事情もありま

しょうから、ここの議論は議論として、そうい

う議論を踏まえた上で、各会派で議論を深めて

いただくということしか言えないのかなという

ような気がします。

それでは、いろいろ意見も出たわけでござい

ますが、何かそのほかで御意見等はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、次の委員会の開催日

について相談してよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 お手元の行事予定表をごらんく

ださい。次回は、９月定例会開会中の10月２日

（木）10時からの開催を予定しておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

それと、私のほうから１点御報告がございま

す。あさって30日ですけれども、水曜日に、鹿

児島県議会の議員定数等検討委員会が、本県議

会における議員定数等見直しの状況等について

調査に来られる予定となっております。先方か

ら、調査の際、正副委員長の出席について要請

があったところでございますので、私と図師副

委員長のほうが出席して対応したいと考えてお

りますが、それでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 そのようにさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

そのほかに委員の皆さんから何かございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○緒嶋委員長 それでは、以上で本日の委員会

を閉会いたします。

午前10時27分閉会


